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 平成 30年４月に松江市が中核市に移行したことに伴い、松江市内で屋外広告業を営む場

合は、松江市に登録が必要になりました。島根県に登録をしている方も、松江市内で屋外

広告業を営む場合は松江市に登録が必要ですのでご注意ください。 

松江市以外の島根県内の自治体での屋外広告業については、これまでどおり島根県への

登録が必要です。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 屋外広告業登録申請書に所定の必要書類（「５．登録申請に必要な書類」参照）を添え

て提出してください。 

登録手数料として１０，０００円が必要になります。松江市の場合は申請書提出後に納

入通知書を送りますので、金融機関でお支払いいただき、松江市が納金を確認した後に登

録通知を送付します。 

 

 

 

 

 登録の期間は５年と定められており、登録期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合

は、更新登録申請が必要です。  

屋外広告業登録の手引き 
                      松江市 

松江市で屋外広告業を営む場合は、 
松江市への登録が必要です 

１．屋外広告業を営む場合は登録が必要 

２．登録には申請が必要 

※ご注意ください 

 松江市の登録手数料の納付方法は収入証紙ではありません。 

※ご注意ください 

【島根県内で屋外広告業を営む（屋外広告物の設置などを請け負う）場合の登録先】 

  松江市内 → 松江市      

松江市以外の自治体 → 島根県 

 必要があれば両方に登録してください。 

 

３．登録の有効期間は５年間 
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【新規・更新】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変 更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録通知送付 

登録拒否 

標識の掲示 
帳簿の作成 

 
 

：登録申請者 ：松江市 

受付 

・入金確認後、送付 

（納付後 約１～２週間程度） 

急ぐ場合、FAXで領収書を松江市に送付 

【手続きフロー】 

登録申請 

４．登録手続きについて 

審査 

納入通知書送付 

手数料納付 

適合 

届出受理の送付 登録拒否 

受付 

【手続きフロー】 

変更の届出 変更となった日から 30日以内に届出 

審査 
適合 

 
 

：登録申請者 ：松江市 
必要に応じて 標識の変更 

・条例に定める廃業の事由に該当することと
なった日から 30日以内 

・登録事項に変更があった日から 30日以内 登録事項の変更の届出 

廃業等の届出 

5年経過 
更新する 

更新しない 

【登録のサイクル】 

登録申請（新規・更新） 

抹消 

不適合 

不適合 
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【廃 業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎部数：２部（正・副各１部）※副本用の添付書類は写しでも可 

書       類 法人 個人 

屋外広告業登録申請書（様式第19号 P.6参照） ○ ○ 

誓約書（様式第20号 P.8参照） ○ ○ 

履歴事項全部証明書（法人登記簿のことで、６ヶ月以内に発行されたもの）※１ ○ － 

住民票 
・６ヶ月以内に発行されたもの 
・本人のみ記載のもので可 
・「本籍」、「世帯主」、「筆頭者」、
「続柄」の記載を省略したもので可。 

・マイナンバーは不要 
※１ 

申請者 － ○ 

役員（代表者含む 監査役を除く） ○ － 

未成年者の法定代理人（法定代理人が法人

である場合はその役員）※２ 
－ ○ 

業務主任者 ○ ○ 

略歴書（様式第21号 P.8参照） 申請者 － ○ 

役員（代表者含む 監査役を除く） ○ － 

未成年者の法定代理人（法定代理人が法人

である場合はその役員）※２ 
－ ○ 

未成年者の法定代理人（法人）の履歴事項全部証明書（いわゆる法人登記簿のこと

で、６ヶ月以内に発行されたもの）※１ 
－ 〇 

業務主任者の資格を証する書面 ○ ○ 

※１：履歴事項全部証明書及び住民票は、正本には原本を添付してください。 
※２：申請者が、屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合  

５．登録申請に必要な書類 

 

届出受理の送付 

受付 

【手続きフロー】 

廃業の届出 

届出書の確認 

 
 

：登録申請者 ：松江市 
受  取 

廃業日などから 30日以内に届出 
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 屋外広告業者は営業所ごとに業務主任者を選任し、次の業務を行わせる必要がありま

す。業務主任者を選任していなければ、登録することはできません。 

 

【業務主任者となることができる要件】 

 ①屋外広告士 

 ②都道府県、政令市、中核市が行う講習会の修了者 

 ③広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、職業訓練修了者 

 

【業務主任者の職務】 

 ①条例その他屋外広告物に関する法令の規定の遵守に関すること 

 ②屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他これらに係る安全の

確保に関すること 

 ③条例第 40条＊1に規定する帳簿の記載に関すること 

 ④業務の適正な実施の確保に関すること 

 

 

＊１ 条例第 40条に規定する帳簿の記載事項 

1.注文者の氏名又は名称及び住所 

2.広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 

3.表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 

4.表示又は設置の年月日 

5.請負金額 

 

 

 

 

 

 

  

６．業務主任者の選任 

※ご注意ください 

業務主任は、その営業所に勤務実態がないと認められません。 

添付書類の業務主任の住民票は、通勤可能かどうかを判断するためのものです。 

住民票で判断できない場合は、住民票に加えて補足資料として現在の居所住所がわかるもの

（様式不問）を添付してください。 
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【登録後の屋外広告業者の義務】 

 ①標識（様式第 31号）の掲示 

   営業所ごとに、規則に定める標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりませ

ん。 

 ②帳簿の作成 

   広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、規則に定める項目を記載した帳簿

を作成し、営業所に備えておかなければなりません。この帳簿は事業年度の末日で閉

鎖し、その後５年間保存しなければなりません。 

   なお、この帳簿の作成・保存は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

ク等の電磁的記録により行うことができます。この場合、必要に応じて記録された事

項を出力することができるようにしておかなければなりません。 

 ③登録事項の変更の届出 

   登録事項に変更があったときは、変更の日から 30日以内に、市長に届け出なければ

なりません。 

 ④廃業等の届出 

   屋外広告業者を廃止した場合などは、廃業日などから 30日以内に屋外広告業廃業等

届で届け出なければなりません。 

 

様式第31号(第30条関係)「屋外広告業登録票 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示してください。 

 

屋外広告業者登録票 

商号、名称又は氏名  

法人である場合、代表者
の氏名 

 

登録番号 松江市屋外広告業登録第      号 

登録年月日 年  月  日 

営業所名  

この営業所に置かれてい
る業務主任者の氏名  

40㎝以上 

㎝
以
上 

 

35 

７．登録後に行う事務 

更新でも登録番号は変わりません 

更新の際は更新年月日を入れる 
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【登録申請に必要な書類】 

様式第19号(第23条関係) 

(表面)  

 

屋外広告業登録申請書 

 

年  月  日  

 （あて先）松江市長 

 

住所 

申請者                        

氏名                 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、 
商号又は名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

屋外広告業の登録を受けたいので、松江市屋外広告物条例第29条第1項又は第3項の規定により、関

係書類を添えて、次のとおり申請します。 

登録の種類 1 新規 

2 更新 

※登録番号 松江市屋外広告業登録第         号 

※登録年月日         年   月   日 

法人・個人の別 1 法人   2 個人 

フ リ ガ ナ 
氏    名 

法人にあっては、 

商号又は名称及び 

代表者の氏名 

  

住    所 

  法人にあっては、 

主たる事務所の 

所在地 

〒 

 

          電話番号 

1 松江市の区域内にお

いて営業を行う営業所

の名称及び所在地 

営業所の名称 営業所の所在地 電話番号 

  〒   

申請者の氏名、住所 
（法人の場合は法人名、代表者名、
本社等主たる事務所の所在地） 

いずれか該当
するものに〇 

「更新」の場合
に記入 

○松江市を営業エリアとして営業を行う営業所をすべて記入 

・営業所の所在地が松江市内か否かは問いません。 
・市外にある営業所であっても、松江市の営業を担当する場合は記入 
・「営業所」とは、広告物の表示、設置に関して常時請負契約を締結する
等営業の中心となる事務所を言い、単なる作業所、連絡事務所等は
該当しません。 

（次項と合わせて別紙一覧表での添付可） 

提出は２部（正本・副本） 

氏名・住所が、申請者と
同じであれば「同上」と
記載 

いずれか該当
するものに〇 

８．記載方法 （申請ならびに各種届） 
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(裏面) 

2 業務主任者の所

属する営業所の名

称、氏名、資格の名

称 

所属営業所の名称 
フ リ ガ ナ 

氏       名 
資格の名称 

      

3 法人である場合

の役員（業務を執

行する社員、取締

役、執行役又はこ

れらに準ずる者。

以下同じ。）の職名

及び氏名 

職    名 フ リ ガ ナ 
氏    名 

    

4 未成年者である

場合の法定代理人

の氏名、商号又は

名称及び住所 

フリガナ 
氏  名 

法人にあっては、商号又
は名称、代表者の氏名 

  

住  所 

法人にあっては主たる
事務所の所在地 

〒 

  

    電話番号 

5 法定代理人が法

人である場合のそ

の役員の職名及び

氏名 

職    名 フ リ ガ ナ 
氏    名 

    

6 他の地方公共団

体における登録状

況 

登録を受けた地方公共団体名 登録年月日 登録番号 

      

備考 

 1 ※印欄は、新規登録の場合には、記入しないこと。 

 2 「登録の種類」欄及び「法人・個人の別」欄については、いずれか該当する番号を○

で囲むこと。 

 3 記入欄が不足する場合は、別紙に記入すること。 

業務主任者は、前項で記入した営業所ごとに記入してください。 
資格の名称は①～③から選んで記入してください。 

 ①屋外広告士 

 ②都道府県、政令市、中核市が行う講習会の修了者 

 ③広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能

検定合格者、職業訓練修了者 

（前項と合わせて別紙一覧表での添付可） 

・役員全員（代表者以外の役員も含む）の役
職名と氏名を記入 
・監査役は役員に含まれません。 

（別紙一覧表での添付可） 

登録申請者が未成年者である場合
は記入してください。 

未成年者の法定代理人が法人
である場合は記入してください。 

他の都道府県等で屋外広告業の登
録を受けている場合に記入してくだ
さい。（別紙一覧表での添付可） 
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様式第20号(第23条関係)  

 
誓約書 

年  月  日  
 （あて先）松江市長 

住所 
申請者 

氏名                   

法人にあっては、主たる事務所の所在地、 
商号又は名称及び代表者の氏名 

 
申請者及び法定代理人（これらの者が法人である場合にあっては、その役員を含む。）は、松江市屋

外広告物条例第32条第1項各号に該当しないことを誓約します。 

  松江市屋外広告物条例(抜粋) 

 (登録の拒否) 

第32条 略 

 

  

  

 

様式第21号(第23条関係)  

 
 
 

略歴書 

 

 

( 申請者本人・法人の役員・法定代理人・法定代理人（法人）の役員 ) 
 

住  所 

〒 
 
          電話番号 

フ リ ガ ナ 
商号、名称又は氏名 

  
生年月日 

  

略  歴 

期間 
職務内容又は業務内容 自 年月日 

至 年月日 

    

賞  罰 

年月日 賞罰の内容 

    

 上記のとおり相違ありません。 
      年  月  日 

氏名 

 備考 「申請者本人・法人の役員・法定代理人・法定代理人（法人）の役員」欄につい

ては、いずれか該当するものを○で囲むこと。  

法人であれば、法人の代表者の氏名で作成 

電話番号は、確実に連絡のつ
く番号を記入してください。 

屋外広告業に関する行政処分等の
賞罰について記入してください。 

○1人ずつ作成 
・個人の場合は申請者本人 
・法人の場合は法人の役員、法定代理人、
法定代理人（法人）の役員 

 

提出は２部（正本・副本） 

提出は２部（正本・副本） 
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【変更届に必要な書類】 様式第 24号：P.10参照 

変更事項 書      類 

法人の屋外広告業者の名称、 

所在地 

屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

履歴事項全部証明書（いわゆる法人登記簿のこと） 

個人の屋外広告業者の氏名、 

住所 

屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

住民票（本人のみ記載のもので可。「本籍」、「世帯主」、「筆頭者」、「続

柄」の記載を省略したもので可） 

松江市の区域内で営業を行う営

業所の名称及び所在地 

屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

履歴事項全部証明書（法人で商業登記の変更を必要とする場合） 

松江市の区域内で営業を行う営

業所の追加 

屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

履歴事項全部証明書（法人で商業登記の変更を必要とする場合） 

業務主任者の住民票 

(本人のみ記載のもので可。「本籍」、「世帯主」、「筆頭者」「続柄」の記載

を省略した物で可) 

業務主任者の資格を証する書面 

松江市の区域内で営業を行う営

業所の減少 
屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

法人の役員（代表者含む）の氏

名 

屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

履歴事項全部証明書 

誓約書（様式第 20号）（代表取締役名で作成し、1部提出する事。 

役員の減少のみの場合でも提出必要） 

変更のあった役員の住民票 

（本人のみ記載のもので可。「本籍」、「世帯主」、「筆頭者」、 

「続柄」の記載を省略したもので可） 

（役員でなくなる者については不要） 

変更のあった役員の略歴書（様式第 21号）（役員でなくなるものについて

は不要） 

未成年者（※1）の法定代理人の

氏名、住所 

屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

誓約書（様式第 20号） 

変更のあった法定代理人の住民票 

本人のみ記載のもので可。「本籍」、「世帯主」、「筆頭者」、「続柄」の記

載を省略したもので可 

変更のあった法定代理人の略歴書（様式第 21号） 

業務主任者の氏名、所属営業所

の名称 

屋外広告業登録事項変更届（様式第 24号） 

変更のあった業務主任者の住民票 

(本人のみ記載のもので可。「本籍」、「世帯主」、「筆頭者」「続柄」の記載

を省略した物で可) 

変更のあった業務主任者の資格を証する書面 

※1屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 
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【変更の届出に必要な書類】 

様式第 24号(第 26条関係) 

 

屋外広告業登録事項変更届 

                                

 令和   年   月   日  

 （あて先）松江市長 

 

住所                    

届出者                      

氏名                     

       

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

商号又は名称及び代表者の氏名      

電話番号                

 

屋外広告業の登録事項に変更があったので、松江市屋外広告物条例第 33条の規定により、関係

書類を添えて、次のとおり届け出ます。 

登録番号 松江市屋外広告業登録 第○○○号 

登録年月日 令和○○年○○月○○日 

変更事由 変更前の内容 変更後の内容 変更年月日 

（例） 

 所在地および商号 

 

 ○○県○○市 

○○町○○番地 

 

○○株式会社 

 □□府□□市 

□□町□□番地 

 

□□株式会社 

令和□年□□月□□日 

（履歴事項全部証明書

の届出日付） 

備考 

 1  変更後 30 日以内に届け出ること。 

 2  商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更の場合は、法人にあ

っては登記事項証明書を、個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付すること。 

 3  営業所の名称又は所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)の場合は、登記事

項証明書を添付すること。 

 4  法人の役員の氏名の変更の場合は、誓約書、登記事項証明書、新役員の住民票の抄本又はこ

れに代わる書面及び略歴書を添付すること。 

 5  未成年者の法定代理人の変更の場合は、誓約書、法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わ

る書面及び略歴書並びに法人である場合にあっては、その登記事項証明書を添付すること。 

 6  業務主任者の変更の場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその資格を証する書面

を添付すること。

提出年月日 

変更届は 1部（正本） 

提出です 

届出者の氏名、住所（法人の場
合は、法人名、代表者名、本社
等主たる事務所の所在地） 

項目が多い場合、別
紙一覧表での添付可 
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【廃業の届出に必要な書類】 

様式第25号(第27条関係) 

 

屋外広告業廃業等届 

年  月  日  

 （あて先）松江市長 

 

住所 

届出者             

氏名            

 

 

 

 

 屋外広告業を廃止したので、松江市屋外広告物条例第35条第1項の規定により、次のとお

り届け出ます。 

登録番号 松江市屋外広告業登録第         号 

登録年月日           年   月   日 

法人・個人の別 1 法人   2 個人 

フ リ ガ ナ 

氏    名 

 

 

 

  

住    所 

 

 

 

〒 

 

   

        電話番号 

届出の理由 
1 死亡  2 合併による消滅  3 破産   

4 解散  5 廃止 

届出理由の生じた日         年  月  日 

屋外広告業者と 

届出人との関係 

1 相続人  2 元代表役員  3 破産管財人   

4 清算人  5 本人 

備考 「法人・個人の別」欄、「届出の理由」欄及び「屋外広告業者と届出人との関係」欄に

ついては、該当する番号を○で囲むこと。 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

商号又は名称及び代表者の氏名      

電話番号 

法人にあっては、 

商号又は名称及び 

代表者の氏名 

法人にあっては、 

主たる事務所の 

所在地 

提出年月日 

廃業等届は 1部（正本） 

提出です 

届出者の氏名、住所（法人の場
合は、法人名、代表者名、本社
等主たる事務所の所在地） 
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【登録の拒否】 

 登録を取り消された日から２年を経過していない方、営業停止を命じられ、その停止期

間が経過していない方、業務主任者を選任していない場合などは、登録が拒否されます。 

【登録の取消・営業停止命令、罰則】 

 ①登録の取消・営業停止命令 

   不正の手段により屋外広告業の登録を受けた場合は、登録を取り消すか、６ヶ月以

内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止を命じられることがあります。 

 ②罰則 

   屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰則が科せられます。 

   例）登録を受けないで屋外広告業を営んだ者➡1年以下の懲役または50万円以下の罰金 

 

 

 

 

 

[問い合わせ先・申請書等提出先]  

〒690-8540 松江市末次町 86 

 松江市 まちづくり部 建築審査課 景観指導係 

 TEL:（0852）55-5387 

FAX:（0852）55-5552 

 https://www.city.matsue.lg.jp/sangyo_business/keikan_okugaikokokubutsu/7929.html 

 または松江市ホームページ＞産業・ビジネス＞景観・屋外広告物＞＞屋外広告物について 

 E-mail: keikan@city.matsue.lg.jp 

９．罰則等 


